
今後の効率的で持続可能な行財政運営について

１ 亀岡市行財政運営指針（仮）の策定

①亀岡市のこれまでの行財政改革

・昭和60年に「亀岡市行政改革大綱」を策定

・経費削減や事務事業の見直しを中心に行政の無駄を無くす取組

・収納率向上やふるさと納税による収入拡大を達成

・近年では、人材育成や行政サービスの質の向上など、限られた資源
を活用して市民満足度を最大化する取組にシフトしている

②現在の行財政改革の取組

・行財政改革大綱及び同実施計画に基づく進捗管理と並行して、第５
次亀岡市総合計画の第８章に「効率的で持続可能な行財政運営」を位
置付け（右欄参照）、具体の事業に係る進行管理等を実施。

・情報化推進計画をはじめ、各分野の個別計画によるPDCA、予算編成
に先立つ財政収支見通しやサマーレビューなどの取組を実施。

第５次亀岡市総合計画：2021-2030亀岡市行財政改革大綱2020-2024

R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11 R12S60 H29 H30 H31 R２ R３ R４ R５ R６

第８章 効率的で持続可能な行財政運営

・第１節 行政運営

①健全で効率的な行政運営の推進

②多様化する行政課題に対応できる組織改革と人材育成の推進

③市民に信頼される行政運営と市民参画の推進

・第２節 財政運営

①持続可能な財政運営

②円滑な課税・納税の推進

・第３節 広域連携

①広域連携の推進

③今後の行財政改革の取組方針（案）

・新たな行財政改革大綱は策定せず、総合計画や個別計画の進行管理等を進める中で行財政改革の実効ある推進を図ることとする。

・上記を実施し、効率的で持続可能な行財政運営を実現するための共通の「指針」を令和6年度に策定する。

④行財政運営指針（仮）の策定

・基本的な考え方や具体的方向を提示する行動指針

(事業管理や情報公開のルール化等)を策定する。

R6.2～
指針
検討

R7.3
指針
策定

R7.4
行革取組
評価

R7.4～
行革取組
総括

資料２
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今後の効率的で持続可能な行財政運営について

２ 亀岡市総合計画と亀岡市行財政改革大綱との関係性

第５次亀岡市総合計画：2021 - 2 0 3 0

亀 岡 市 行 財 政 改 革 大 綱
2020 - 2 0 2 4及び実施計画

第８章 効率的で持続可能な行財政運営

第１節 行政運営

第２節 財政運営

第３節 広域連携

第１章 互いを認め合う、ふれあいのまちづくり

第２章 安全で安心して暮らせるまちづくり

第３章 子育て・福祉・健康のまちづくり

第４章 豊かな学びと文化を育むまちづくり

第５章 地球にやさしい環境先進都市づくり

第６章 活力あるにぎわいのまちづくり

第７章 快適な生活を支えるまちづくり

亀 岡 市 総 合 計 画 審 議 会
亀 岡 市 総 合 計 画 審 議 会
進 行 管 理 部 会あらゆる施策や取組の基礎となる最上位計画。

今後の施策の基本的な方向性を示す「基本構
想」と、基本構想に基づいて取り組むべき施策
を体系的に示す「基本計画」で構成し、目指す
都市像の実現に向けた基本指針となる。

基本計画

各 分 野 の 個 別 計 画
及 び 審 議 会

今後の行財政改革の取組

・選ばれるまちとなるため、新たな価値
創出につながる経営的視点が求められる。

・同時に持続可能な行財政運営を推進す
るコスト意識がますます求められる。

・総合計画と行財政改革を一本化するこ
とで、事務の効率化が図られ、全ての事
務事業に対して、財政健全化や業務効率
化の観点で臨むことが促進される。

亀岡市行政改革推進委員会

市長の諮問に応じ、亀岡市総合
計画の策定及び推進に関する事
項について調査審議する。

総合計画に係る事業の進行管理
及び行政評価について審議する。

第１章から第８章までの基本計
画に掲げる方向性や具体的施策
を着実に推進するため、各分野
の個別計画に基づくPDCAによる
進行管理を行う。

目指す都市像 人と時代に選ばれる リーディングシティ亀岡
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２月・３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

行政改革推進本部会議

行政改革推進委員会
意見
交換

意見
交換

指針案各部照会

指針案作成作業

今後の効率的で持続可能な行財政運営について

３ 指針策定に向けたスケジュール（案）

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

行政改革推進本部会議

行政改革推進委員会
最終案
審議

議会報告

本部会議及び委員会で承認、
策定・公表
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